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参  考 
 

 

１ 岩見沢市住生活基本計画策定委員会 

 

設置要綱 （１）

 

岩見沢市住生活基本計画策定委員会設置要綱 

 

（目的） 

第 1 条 平成 20 年度に策定した岩見沢市住宅マスタープランが平成 30 年度で

終了したことから「だれもが安心して、住みたいと思える安全で快適な住ま

いづくり」を実現するため、人口減少・少子高齢社会の進展に伴う住宅施策

の課題を整理するとともに、国、北海道における新たな住生活基本計画のポ

イントを踏まえながら、今後 10 年を計画期間とする新たな住宅マスタープラ

ンとして岩見沢市住生活基本計画（以下「基本計画」という。）を策定するた

め、岩見沢市住生活基本計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置す

る。 

（組織） 

第 2 条 委員会の委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 関係団体等が推薦する者 

（委員の任期） 

第 3 条 委員の委嘱期間は、基本計画の策定が完了するときまでとする。 

（会長） 

第 4 条 委員会に会長 1 名を置き、委員の互選によりこれを定める。 

2 会長は、会務を総理し、委員会の会議の議長となる。 

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した者が、その職務を代理

する。 

（会議） 

第 5 条 委員会の会議は、会長が招集する。 

2 会長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、

意見又は説明を聞くことができる。 

（庶務） 

第 6 条 委員会の庶務は、建設部建築課が行う。 

（補則） 

第 7 条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会

長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和元年６月６日から施行する。 
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委員等名簿 （２）

 

岩見沢市住生活基本計画策定委員会委員等名簿 

№ 氏 名 所     属 所属先職名 備 考 

1 木本 晃 (株)北海道二十一世紀総合研究所 調査部・特任審議役 シンクタンク 

2 五十嵐 一朗 岩見沢商工会議所 副会頭 地域 

3 村上 勝則 (福)岩見沢市社会福祉協議会 会長 
福祉(セーフテ

ィーネット) 

4 伊澤 珠樹 岩見沢市空き家対策審議会 会長 不動産鑑定 

5 山崎 康行 
(公社)北海道宅地建物取引業協会

空知支部 
顧問 不動産流通 

6 中田 信広 
(一社)北海道建築士事務所協会 

空知支部 
支部長 住宅建築 

7 近藤 寛 岩見沢建設協会 副会長 住宅建築 

8 西原 輝 (独)住宅金融支援機構北海道支店 地域営業部門長 住宅融資 

9 田中 一成 空知信用金庫 副本店長 指定金融機関 

オブザ 

ーバー 
佐藤 博司 

空知総合振興局札幌建設管理部 

建設行政室建設指導課 
主幹   

事務局 

松原 昭仁 建設部建築課 建築課長 

  

背戸田 巧    〃 住宅管理係長 

小島 聡    〃 住宅管理係主任 

横内 理    〃 住宅管理係 

中野 多    〃   〃 
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２ 岩見沢市住生活基本計画策定庁内検討部会 

 

設置要綱 （１）

 

岩見沢市住生活基本計画策定庁内検討部会設置要綱 

 

（目的） 

第 1 条 平成 20 年度に策定した岩見沢市住宅マスタープランが平成 30 年度で

終了したことから、国、北海道における新たな住生活基本計画のポイントを

踏まえながら、今後 10 年を計画期間とする新たな住宅マスタープランとして

岩見沢市住生活基本計画（以下「基本計画」という。）の策定にあたり、総合

的かつ効率的な推進を図るため、岩見沢市住生活基本計画策定庁内検討部会

（以下「部会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第 2 条 部会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1)  基本計画の基本的かつ総合的企画の協議・調整に関すること。 

(2)  基本計画の素案検討に関すること。 

(3)  その他、基本計画の推進に関すること。 

（組織） 

第 3 条 部会の委員は、所属の長から推薦があった者をもって充てる。 

（委員の任期） 

第 4 条 委員の任期は、基本計画の策定が終了するときまでとする。 

（会長） 

第 5 条 部会に会長を置き、建設部建築課長をこれに充てる。 

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した者が、その職務を代理

する。 

（会議） 

第 5 条 部会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

2 会長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、

意見又は説明を聞くことができる。 

（庶務） 

第 6 条 部会の庶務は、建設部建築課が行う。 

（補則） 

第 7 条 この要綱に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、会長

が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和元年６月５日から施行する。 
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部会委員等名簿 （２）

 

岩見沢市住生活基本計画策定庁内検討部会委員等名簿 

№ 職名 所属 役職名 氏名 備考 

1 会長 建設部 建築課長 松原 昭仁   

2 委員 総務部市民連携室 主査 和田 佳晴 空き家 

3 委員 企画財政部企画室 企画調整担当主幹 高瀬 正浩 総合計画 

4 委員 企画財政部財政課 予算総括担当主査 小森 尚幸 財政計画 

5 委員 健康福祉部福祉課 主幹 寺西 拓也 障がい者福祉 

6 委員 健康福祉部高齢介護課 主幹 薄井 元貴 高齢者福祉 

7 委員 経済部商工労政課 商工労政係長 石井 正人 商工 

8 委員 経済部中心市街地活性化推進室 
中心市街地活性化

推進係長 
渡辺 佑介 中心市街地活性化 

9 委員 建設部都市計画課 都市計画係長 市川 裕之 都市まちづくり 

10 委員 教育部子ども課 主幹 中川 和彦 子育て支援 

11 委員 建設部建築課 住宅管理係長 背戸田 巧 市営住宅管理 

12 委員 建設部建築課 建築係長 田村 健 公共建築 

13 委員 建設部建築課 建築指導係長 清水 一広 民間住宅 

オブザーバー 
空知総合振興局札幌建設管理部 

建設行政室建設指導課 
建築住宅係長 朝野 哲夫   

事務局 

建設部建築課 住宅管理係主任 小島 聡   

  〃 住宅管理係 横内 理   

  〃   〃 中野 多   
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３ 策定経過 

 

 

年 月 日 内   容 

令和元年 ７月 ４日 第１回 岩見沢市住生活基本計画策定庁内検討部会 開催 

令和元年 ８月 ９日 第１回 岩見沢市住生活基本計画策定委員会 開催 

令和元年 ９月１２日 

～９月２７日  
「岩見沢市の住宅・住環境に関するアンケート調査」実施 

令和元年１０月２８日 第２回 岩見沢市住生活基本計画策定庁内検討部会 開催 

令和元年１１月２２日 第２回 岩見沢市住生活基本計画策定委員会 開催 

令和２年 １月１５日 

～１月２８日 

岩見沢市住生活基本計画（素案） パブリックコメント 

（意見者数：１人 意見件数：１件） 

令和２年 ２月 ７日 第３回 岩見沢市住生活基本計画策定庁内検討部会 開催 

令和２年 ２月２６日 第３回 岩見沢市住生活基本計画策定委員会 開催 

 



 

 

  



 

 

 


